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 独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）の国際交流に関する各種公募事業に

申請するに際しては、以下の事項にご留意ください。 

  

（１）不合理な重複・過度の集中の排除 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成 24 年 10 月 17 日改正 競争的資金に関する

関係府省連絡会申し合わせ）を踏まえ、研究資金の不合理な重複・過度の集中について以下の

ように取り扱います。 

① 不合理な重複に対する措置 

研究者が、実質的に同一の研究内容について、国あるいは独立行政法人の競争的資金制度

等による配分を受けている場合、または受けることが決定している場合、本事業において、

審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は資金・経費の削減（以下、「採択の決定の

取消し等」とする。）を行うことがあります。 

なお、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への応募・申請を制限するも

のではありませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担

当に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消

し等を行う可能性があります。 

② 過度の集中に対する措置 

本事業に申請された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容

が異なる場合においても、研究者に配分される研究費等の経費全体が効果的・効率的に使用

できないと判断される場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を行うことがあり

ます。 

このため、本事業への申請書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募・申請し採択された場

合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告してください。この報

告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性があります。 

 

（２）研究資金の不正使用等に対する措置 

「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」（平成 18年 12月 6

日規程第 19 号。以下、「規程」という。）に基づき、研究資金の適正な管理・運営並びに不正使

用等の防止のため、国際交流に関する各種公募事業において、交付した研究資金（※1）の不正

使用等（※2）を行った研究者等（※3）については、以下の措置を執るものとします。 

※1 ここでの「研究資金」とは、振興会が交付するすべての競争的資金、研究奨励金及び委託費等をいう。 

※2 ここでの「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究資金の他の用途への使用又は研究資



                                    

金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用をいう。「不正使用等」とは、不正使

用及び偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けることをいう。（同規程第 2条） 

※3不正使用等に関する措置の対象は、次のとおりとする。（同規程第 15条） 

 

・不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者。 

・偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けていた研究者及びそれに共謀した研究者。 

・不正使用に直接関与していないが、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反して使

用を行った研究者。 

①  当該研究資金の交付を取り消すとともに、既に配分された研究資金の一部又は全部を返

還させる。 

②  措置の対象者が研究代表者（コーディネーター、主担当研究者等）として応募・申請し

ている課題は採択しない。研究分担者（コーディネーター、主担当研究者等）となって

いるものについては、当人を除外しなければ採択しない。 

③  措置の対象者に対し、一定の期間、振興会の所管する全ての研究資金を交付しない。交

付しない期間は、原則として、措置が執られた年度の翌年度以降、別表に定める期間交

付しないものとする。 

なお、決定した措置について、振興会は文部科学省を通じ、同省及び同省所管の独立行政法

人が配分する競争的資金制度等（以下「文部科学省関連の競争的資金制度等」という。）の担当、

他府省及び他府省所管の独立行政法人が配分する競争的資金制度（以下「他府省関連の競争的

資金制度」という。）の担当に情報提供を行います。特定不正行為により上記措置の対象となっ

た場合は、文部科学省関連の競争的資金制度等及び他府省関連の競争的資金制度においても、

申請及び参加が制限される場合があります。 

また、振興会は、以下の（１）～（３）において特定不正行為又は不正使用等により一定の

期間申請及び参加資格を制限する措置を受けた研究者について、当該措置の期間、研究資金を

交付しません。 

（１）国の行政機関及び独立行政法人が交付する競争的資金 

（２）前号に該当するものを除く「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラ

イン」（平成 26年 8月 26日文部科学大臣決定、以下「研究活動のガイドライン」とい

う。）及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平

成 19年 2月 15日文部科学大臣決定）（平成 26年 2月 18日改正）対象制度 

（３）「研究活動のガイドライン」が規定する基盤的経費 

 

（３）措置の報告、公表 

振興会は、不正使用等に対して決定した措置について、文部科学省に速やかに報告します。 

また、振興会は、措置を決定したときは、原則として、これを速やかに公表します。 



                                    

別表（第１６条第１項第３号不正使用等関係） 

措置の対象者 不正使用の程度 交付しない期間 

Ⅰ 不正使用を行った研

究者及びそれに共謀した

研究者 

１．個人の利益を得るための私的流

用 

１０年 

Ⅱ 不正使用を行った研

究者及びそれに共謀した

研究者 

２． 

１．以外 

① 社会への影響が大き

く、行為の悪質性も高

いと判断されるもの 

５年 

② ①及び③以外のもの ２～４年 

③ 社会への影響が小さ

く、行為の悪質性も低

いと判断されるもの 

１年 

Ⅲ 偽りその他不正の手

段により研究資金の交付

を受けた研究者及びそれ

に共謀した研究者 

－ ５年 

Ⅳ 不正使用に直接関与

していないが善管注意義

務に違反して使用を行っ

た研究者 

－ 善管注意義務を

有する研究者の

義務違反の程度

に応じ、上限２

年、下限１年 

なお、以下に該当すると判断された者に対しては、「厳重注意」の措置を講ずる。 

（１）上記Ⅱのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合。 

（２）上記Ⅳのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合。 

 

 


